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お知らせ７月

■
試
験
日　

１
次
・
９
月
16
日
㈮
・

17
日
㈯
の
い
ず
れ
か
１
日

◎
自
衛
官
候
補
生

■
受
験
資
格　

18
歳
以
上
27
歳
未

満■
受
付
期
間
（
試
験
日
）

・
男
子　

年
間
を
通
じ
て
（
受
付

後
指
定
）

・
女
子  

９
月
８
日
㈭
ま
で
（
９
月
23

日
㈮
～
27
日
㈫
の
い
ず
れ
か
１
日
）

■
問
い
合
わ
せ

　

自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部

　

柳
井
地
域
事
務
所

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
８
１
９
９

「
２
０
１
６ 

サ
ザ
ン
セ
ト
・

ロ
ン
グ
ラ
イ
ド
ｉ
ｎ
や
ま
ぐ

ち
」
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募

集
し
ま
す

　

来
る
10
月
２
日
㈰
に
、
周
防

大
島
町
な
ど
柳
井
広
域
１
市
４

町
１
５
２
㎞
を
自
転
車
で
巡

る
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト

「
２
０
１
６ 

サ
ザ
ン
セ
ト
・
ロ
ン

グ
ラ
イ
ド 

ｉ
ｎ 

や
ま
ぐ
ち
」
が

開
催
さ
れ
ま
す
。

　

全
国
各
地
か
ら
参
加
を
さ
れ
る

競
技
者
を
、「
お
も
て
な
し
の
心
」

で
一
緒
に
お
迎
え
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
を
募
集
い
た
し

ま
す
。
皆
様
の
ご
応
募
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

■
応
募
条
件　
　

　

周
防
大
島
町
・
柳
井
市
・
上
関

町
・
田
布
施
町
・
平
生
町
内
在
住

ま
た
は
在
勤
の
18
歳
以
上
の
方

■
活
動
期
間　

10
月
２
日
㈰

■
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
業
務
内
容　

　

エ
イ
ド
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
休
憩

所
）
で
の
選
手
の
誘
導
・
飲
食
物

等
の
配
布
、
コ
ー
ス
内
で
の
注
意

喚
起
・
誘
導
他
（
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

■
募
集
期
限　

９
月
16
日
㈮
ま
で

■
応
募
方
法　

　

役
場
商
工
観
光
課
に
備
え
付
け

の
「
２
０
１
６ 

サ
ザ
ン
セ
ト
・
ロ

ン
グ
ラ
イ
ド
ｉ
ｎ
や
ま
ぐ
ち
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
申
込
書
」
に
よ
り
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
ご
応
募
い
た

だ
い
た
方
を
対
象
と
し
た
説
明
会

を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

※
柳
井
市
商
工
観
光
課
、
上
関
町

産
業
観
光
課
、
田
布
施
町
経
済
課
、

平
生
町
経
済
課
で
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

　

商
工
観
光
課

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
３

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

平
成
28
年
１
月
2
日
か
ら
平
成

29
年
1
月
1
日
の
間
に
、
家
屋
の

新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
（
一
部

取
り
壊
し
を
含
む
）
を
さ
れ
た
方
、

ま
た
は
今
後
予
定
の
あ
る
方
は
、

8
月
31
日
㈬
ま
で
に
税
務
課
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

※
全
て
の
家
屋
（
農
業
用
・
プ
レ

ハ
ブ
倉
庫
・
車
庫
等
を
含
む
）
が

調
査
対
象
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

税
務
課　

課
税
第
二
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

耕
作
を
放
棄
し
た
農
地
等
の

管
理
に
つ
い
て

～
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

　

近
年
、
農
業
の
担
い
手
の
減
少

や
高
齢
化
に
よ
る
労
働
力
の
減
少

な
ど
に
よ
り
、
耕
作
放
棄
地
や
不

作
付
地
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
遊
休
農

地
が
増
加
し
、
セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ

チ
ソ
ウ
や
防
風
林
等
の
雑
草
木
が

繁
茂
し
た
土
地
が
多
く
見
受
け
ら

れ
ま
す
。

　

特
に
、
周
辺
に
耕
作
中
の
農
地

や
住
宅
地
が
あ
る
場
合
は
、
病
害

虫
の
発
生
・
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
・

交
通
の
妨
げ
な
ど
、
農
作
物
や
周

辺
住
民
の
生
活
に
悪
影
響
が
及
ぶ

こ
と
に
な
り
、
周
辺
環
境
に
対
す

る
配
慮
が
必
要
で
す
。

　

所
有
者
・
管
理
者
の
方
に
お
き

ま
し
て
は
、
周
辺
農
地
や
住
民
の

方
に
迷
惑
が
及
ば
な
い
よ
う
に
、

雑
草
木
等
の
除
草
・
伐
採（
陰
切
り
）

な
ど
適
正
な
管
理
を
行
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

周
防
大
島
町
農
業
委
員
会
（
農

林
課
内
）

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
２

介
護
保
険
負
担
限
度
額
の

認
定
更
新

　

介
護
保
険
施
設
の
入
所
者
や

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
ら
れ
て
い
る
方
は
、
居
住
費

と
食
事
の
全
額
を
本
人
負
担
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
市
町
村
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
や
生
活
保
護
受
給
世
帯
の

方
に
つ
い
て
は
、
本
人
負
担
額
の

上
限
を
定
め
、
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
制
度
で
す
。

　

８
月
か
ら
、
こ
の
制
度
の
資
格

要
件
が
次
の
と
お
り
変
更
と
な
り

ま
す
。

■
対
象
者

・
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で
、

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
。

①
配
偶
者
が
別
世
帯
の
場
合
、
配

偶
者
も
市
町
村
民
税
非
課
税
で
あ

る
こ
と
。

②
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
預
貯

金
等
が
一
定
額
（
単
身
の
場
合
は

１
０
０
０
万
円
、
夫
婦
の
場
合
は

２
０
０
０
万
円
）以
下
で
あ
る
こ
と
。

※
平
成
28
年
8
月
か
ら
は
、
非
課

税
年
金
（
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
）

も
勘
案
さ
れ
ま
す
。

■
手
続
き

　

こ
の
軽
減
制
度
を
利
用
す
る
た

め
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
申
請
の
際
に
は
、
預
貯
金
通

帳
等
の
写
し
（
本
人
お
よ
び
配
偶

者
の
所
有
す
べ
て
）
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

介
護
保
険
課 

介
護
保
険
班

☎
０
８
２
０
（
７
３
）
５
５
０
３

ま
た
は
、
各
総
合
支
所
・
出
張
所

お
知
ら
せ

特  設  人  権  相  談  所
◆日時　８月１日㈪　午前９時 30 分～正午
◆場所　久賀総合センター
◆相談内容　差別、いじめ、嫌がらせ等、　
　　　　　　 人権に関する問題
◆相談員  人権擁護委員
◆問い合わせ　福祉課  ☎ 0820（77）5505


